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財団法人漁港漁場漁村技術研究所役員報酬規程

平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 制 定

平成１７年４月１日一部改正

平成１８年４月１日一部改正

平成２２年１月１日一部改正

（目 的）

第１条 この規程は 財団法人漁港漁場漁村技術研究所の常勤役員(以、

下「役員」という。)の報酬に関する事項を定めることを目的とす

る。

（種 類）

第２条 役員の報酬は、年俸とする。

（支給日及び支払方法）

第３条 役員の報酬の支給は、次条に規定する額の１２分の１の額を

毎月１７日に支給する。ただし、支給日が休日又は金融機関の休日

にあたるときは、その前日(その日が休日等にあたるときは、さらに

その前日)とする。

（年 俸）

第４条 役員の年俸については、次に掲げる額を基準とする。

１．理事長 １３，６００，０００円

２．専務理事 １１，７００，０００円

３．常務理事 １１，２００，０００円

２ 前条の常勤役員の年俸額は、その年の理事会で承認するものと

する。

３ 新たに役員になった者には、その日から報酬を支給する。

４ 役員が離職したときは、その日までの報酬を支給する。

５ 役員が死亡したときは、死亡の日の属する月の報酬の全額を支

給する。

（通勤手当）

第５条 役員の通勤手当は、職員給与規程第９条の１の規定に準じて

支給する。
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（非常勤役員手当）

第６条 非常勤役員手当の支給が必要な場合、その額及び支給方法に

ついては理事長が別に定める。

（実施細目）

第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成１４年４月１日から適用する。

附 則

改正後の規定は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

改正後の規定は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

改正後の規定は、平成２２年１月１日から適用する。


